
平 成 28 年
１月８日（金）
第2747号

平成28年１月８日　金曜日 （5）

告 示
栃木県告示第５号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第54条の２第１項
の規定により介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給
付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を指定
したので、生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示する。
　　平成28年１月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

指 定
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成27年
11月１日

医療法人泉心会 佐野市栃本町2241
番地

坪水医院 佐野市栃本町2241
番地

訪問看護
居宅療養管理
指導

平成27年
12月１日

社会福祉法人寿松
会

那須郡那珂川町小
川2958番地２

デイサービスセン
ターまほろば

那須郡那珂川町小
川2958番地２

通所介護

２　介護予防事業者

指 定
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主 た る 事 務 所

の 所 在 地 名 称 所 在 地
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平成27年
11月１日

医療法人泉心会 佐野市栃本町2241
番地

坪水医院 佐野市栃本町2241
番地

介護予防訪問
看護
介護予防居宅
療養管理指導

平成27年
12月１日

社会福祉法人寿松
会

那須郡那珂川町小
川2958番地２

デイサービスセン
ターまほろば

那須郡那珂川町小
川2958番地２

介護予防通所
介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第６号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第54条の２第４項
において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定介護機関の名称等を次のとおり変更した旨の届出が
あったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　平成28年１月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

変 更
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

平成27年
12月１日

公益社団法人栃木
県看護協会

足利市福居町977
番地４（足利市大
町532番地18）

とちぎ訪問看護ス
テーションあしか
が

足利市福居町977
番地４（足利市大
町532番地18）

訪問看護
居宅療養管理
指導

平成27年
10月１日

株式会社ユニマッ
トリタイアメン
ト・コミュニティ
（株式会社ユニ
マットそよ風）

東京都港区南青山
２丁目12番14号ユ
ニマット青山ビル

栃木ケアセンター
そよ風

栃木市沼和田町９
番27号

訪問介護
通所介護
短期入所生活
介護

（注）表中の（　）内は変更前のもの
２　居宅介護支援事業者

変 更
年 月 日

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

平成27年
12月１日

公益社団法人栃木県
看護協会

足利市福居町977番地４
（足利市大町532番地
18）

居宅介護支援事業所
あしかが

足利市福居町977番地４
（足利市大町532番地
18）

平成27年
10月１日

株式会社ユニマット
リタイアメント・コ
ミュニティ（株式会
社ユニマットそよ
風）

東京都港区南青山２丁
目12番14号ユニマット
青山ビル

栃木ケアセンターそ
よ風

栃木市沼和田町９番27
号

（注）表中の（　）内は変更前のもの
３　介護予防事業者



（7）栃 木 県 公 報 第2747号平成28年１月８日　金曜日

変 更
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

平成27年
12月１日

公益社団法人栃木
県看護協会

足利市福居町977
番地４（足利市大
町532番地18）

とちぎ訪問看護ス
テーションあしか
が

足利市福居町977
番地４（足利市大
町532番地18）

介護予防訪問
看護
介護予防居宅
療養管理指導

平成27年
10月１日

株式会社ユニマッ
トリタイアメン
ト・コミュニティ
（株式会社ユニ
マットそよ風）

東京都港区南青山
２丁目12番14号ユ
ニマット青山ビル

栃木ケアセンター
そよ風

栃木市沼和田町９
番27号

介護予防訪問
介護
介護予防通所
介護
介護予防短期
入所生活介護

（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第７号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　平成28年１月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

平成27年８月31日 ロブレ中央眼科 小山市中央町３-７-１ロブレイズミヤ小
山店３階

平成27年９月30日 ソフィアホームケアクリニック 小山市土塔222-14

平成27年９月30日 さくら新上三川病院前薬局 河内郡上三川町大字上三川2360-１

平成27年10月15日 株式会社ジョイフル本田宇都宮店薬局 河内郡上三川町大字磯岡421-１

平成27年10月30日 有限会社山川薬局 鹿沼市鳥居跡町1420

平成27年10月31日 多部田歯科医院 足利市田中町951-２

平成27年10月31日 市貝歯科医院 芳賀郡市貝町大字市塙1641

平成27年10月31日 アイン薬局鬼怒川店 日光市高徳638-１

平成27年10月31日 アイン薬局上三川店 河内郡上三川町大字上三川2269-６

平成27年11月28日 柏木耳鼻咽喉科医院 大田原市中央１-10-16

平成27年11月30日 関根歯科医院 栃木市河合町４-１

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第８号
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　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成28年１月８日から同年２月８日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成28年１月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　豊原高久線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

211
前 那須郡那須町大字寺子乙3968-55から

那須郡那須町大字寺子丙３-301まで 17.5 ～ 40.7 21.2

後 那須郡那須町大字寺子乙3968-55から
那須郡那須町大字寺子丙３-301まで 17.5 ～ 24.1 21.2

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第９号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成28年１月８日から同年２月８日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成28年１月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

24 主 要 地 方 道
大 子 那 須 線

那須郡那須町大字寺子丙３-235から
那須郡那須町大字寺子丙３-95まで 平成28年１月８日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成28年１月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

真岡市熊倉町字八木岡原3463番 真岡市大谷本町７番地２ 髙 橋 正 紀

真岡市上大曽1409番２、字南新田10番２、11
番２

真岡市上大曽1036番地 本 橋 信 子

真岡市上大沼字下川原441番３、441番４の一
部

塩谷郡高根沢町光陽台四丁目７番地
５ＴＫビレッジＡ-102

馬 　 場 　 研 太 郎
馬 　 場 　 智 江 子

県営小貝川西Ⅱ期地区土地改良事業
（従前地）真岡市高田字西原725番の一部
（仮換地）真岡市高田3219番

真岡市高田715番地２ 竹 澤 佳 久
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下野市石橋字新花ノ木683番８、684番14 下野市石橋683番地８ 中 澤 寿 巌

下野市下石橋字北耕地348番４ 下野市石橋714番地５ 髙 村 定 男

下野市箕輪字舘ノ内685番５ 下野市祇園三丁目２番地３
県営自治医大前住宅４号棟34号室

若 林 　 潤

下野市下古山字北原2958番42、2958番43 下野市下古山2958番地43 佐 藤 由 貴

下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美３番11 下都賀郡壬生町大字安塚８番地23 髙 橋 明 宏

（第９－14工区）
さくら市下河戸字追越山２番９、２番18、２
番47、２番53の各一部、２番17、字笹山31番
35、31番39、31番40の各一部、鷲宿字七久保
4192番31、4192番32、4192番83、4192番161
の各一部、4192番２、4192番19、4192番82、
4192番84、4192番85、4192番86、4192番87、
4192番88、4192番89、4192番90、4192番91、
4192番92、4192番93、4192番160

東京都港区南青山二丁目１番１号 本田技研工業株式会
社

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成28年１月８日

とちぎリハビリテーションセンター所長　　星　　野　　雄　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び数量　とちぎリハビリテーションセンターで使用するガス

　　　　　　　　　予定使用ガス量　中圧　520,000立方メートル
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
⑷　納入場所　栃木県宇都宮市駒生町3337-１　とちぎリハビリテーションセンター
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、「燃料、ガス類」の入札参加資格を有
するものと決定された者であること。
⑶　平成28年２月22日において栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会計
第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　ガス事業法（昭和29年法律第51号）第３条の規定に基づき一般ガス事業者としての許可を得ている者、
同法第37条の７の２第１項の規定に基づきガス導管事業者としての届出を行っている者又は同法第37条の
９第１項の規定に基づき大口ガス事業者としての届出を行っている者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8503　栃木県宇都宮市駒生町3337-１
とちぎリハビリテーションセンター管理部財務課　電話028-623-6112

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　平成28年１月８日から同年２月16日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から正午
まで及び午後１時から午後４時まで⑴の場所において交付する。
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⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の受領期限及び提出場所　平成28年２月22日午前10時　とちぎリハビリテーションセンター３
階大会議室へ持参すること。ただし、郵送による入札書の受領期限は同日午前９時とし、書留郵便で⑴
の場所へ郵送すること。
イ　開札の日時及び場所　平成28年２月22日午前10時　とちぎリハビリテーションセンター３階大会議室
⑷　入札方法　１の⑴の件名で単価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等　入札金額については、１立方メートル当たりの単価を記入すること。なお、落札
決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額をもっ
て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか
を問わず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額（当該金額に小数点以下の端数がある場
合には、小数点第４位以下を切り捨てるものとする。）を入札書に記載すること。
⑹　その他
　入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法　平成28年１月12日から同年２月16日までの期
間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までに⑴の場所に持参又は郵送するこ
と。（ただし、郵送の場合は、書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）
イ　確認結果の通知　平成28年２月19日までに通知する。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑷　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最
低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書の作成の要否　要
⑹　その他
ア　平成28年度栃木県一般会計予算及び平成28年度栃木県病院事業会計予算が原案どおり成立しなかった
場合には、この入札の変更等を行うことがある。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
Gas to be used in the Tochigi Rehabilitation Center
Estimated amount of gas consumption
Medium-pressure gas 520,000 cubic meters

⑵　Time and Date of Bidding:
10:00 a.m., February 22, 2016

⑶　Information is available at:
Financial Affairs Division,
Department of Management,
Tochigi Rehabilitation Center
3337-１ Komanyu-machi, Utsunomiya, Tochigi 320-8503
TEL. 028-623-6112

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
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